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１ 地方公務員を取り巻く状況
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• 受験者数が年々減少し、競争倍率も低下している。
• この５年間で応募者数が減っている。
• 職員数の多い市であり、毎年、数百人規模で職員の採用が必要だが、受験者数は減少し、採用倍率は低下している。有
為な人材の確保という観点から見ると、既に、状況としては非常に苦しくなっている。

• 民間企業の採用意欲は高止まりをしている。多くの企業が初任給を引き上げる予定であり、人材獲得競争は激しさを増して
いる。

• 60歳未満の早期退職者のうち半数が、20代、30代の職員となっている。
• 民間企業のトレンドを踏まえて、これまでの新卒一括採用中心の採用方法を見直し、新卒採用と経験者採用が５：５の割
合となるようにしている。

• 経験者採用試験に、他の地方公共団体の職員であった者からの応募が増加している。
• 人材獲得競争が激化していくという中で、社会人経験者採用の職員の処遇改善に取り組んでいる。

• 人材の確保の観点から、新規学卒者のみならず、社会人経験者の採用も併せて進めているが、民間企業の給与水準が公
務を上回っており、特に建築職等は依然として確保が難しい状況。毎年、建築・土木に募集をかけているが、なかなか定員に
満たない。学校に就職案内に出向いたり、包括連携協定を大学と締結するといった取組をしている。

• 土木・建築職の職員の早期退職が近年増加。募集をかけても集まらず、非常に厳しい状況。一般事務職を代わりに配置し
て何とか運営をしている。

• 獣医師職の確保が難しく、全国的に取り合いとなっているような状況で、採用予定数を割り込む年度も出てきている。

地方公務員を取り巻く状況に関する地方公共団体の発言（給与分科会第５回、第６回）



生産年齢人口の動向

（出典）内閣府『令和6年版高齢社会白書』（令和６年６月）図1－1－2を基に作成 4

給与分科会『中間論点整理』令和6年4月
参考資料２（一部更新）



地方公務員の競争試験の状況、若手職員の離職率の推移
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 受験者数・競争率については、減少傾向。
 20代以下の若手職員の離職者数は増加傾向であり、普通退職者数全体の30%程度を占めている。

（出典）総務省『令和４年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果
（抄）』（令和５年12月25日）p.1を基に作成

20歳代以下の離職者数と離職率の推移

（注1）一般行政職の職員数について集計している。
（注2）「離職率」は、20歳代以下普通退職者／普通退職者数合計により

算出している。

競争試験における受験者数・合格者数・競争率の推移

給与分科会（第１回）令和5年11月7日
事務局資料（一部更新）

（出典）総務省『地方公務員の退職状況等調査』第５表を基に作成

（注）本表における「競争率」は、受験者数/合格者数により算出している。
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（参考）辞退率
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社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関する検討会
（第3回）令和６年5月20日 稲継委員資料

（出典）稲継裕昭『地方自治の担い手不足：若者の公務員離れ～３つのWHYと見えない解決の糸口』（社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関
する検討会（第3回）資料２）p.10より作成



（参考）若手離職者数

7
（出典）稲継裕昭『地方自治の担い手不足：若者の公務員離れ～３つのWHYと見えない解決の糸口』（社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関

する検討会（第3回）資料２）p.17を基に作成

社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関する検討会
（第3回）令和６年5月20日 稲継委員資料

（注）単位：人



地方公務員の中途採用の状況
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（出典）総務省『地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果』を基に作成

 中途採用試験による採用者数は、増加傾向。
 中途採用試験は、都道府県・指定都市にあっては全団体で実施されており、市区町村にあっては実施団体
数が年々増加している。

（注１）本表は、各年度に実施された、主に新卒者を対象に行う採用試験以外の試
験の実施状況を記載している。

（注２）市区町村の「団体数」には、市区町村（1,721団体）に加えて、特別区人
事委員会が含まれている。

中途採用試験の
実施団体数の推移

（注１）都道府県及び指定都市について集計している。
（注２）本表における「採用倍率」は、受験者数／採用者数 により算出している。

中途採用試験における
受験者数、採用者数及び採用倍率の推移

（出典）総務省『令和４年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果（抄）』
（令和５年12月25日）p.1を基に作成

（単位：倍）



（参考：国家公務員）『公務員人事管理に関する報告』（令和５年８月）
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社会経済情勢や国際情勢が激変する中で、行政には、国民の利益を守り、世界最高水準の行政サービスを提供し、活力ある
社会を築く重要な役割を担うことが求められている。これを実現するためには、行政の経営管理力、更には国家を運営する力を高め、
行政を担う公務組織の各層において有為な人材を誘致し、育成することが不可欠となる。
国家的課題とも言える公務人材の確保は、今、危機的な状況に直面している。国家公務員採用試験の申込者数が減少傾

向にある一方で、若年層職員の離職者数は増加傾向にある。公務の人員体制については年齢別人員構成に偏りがあり、現在、
実務の中核を担うことが期待される30歳台から40歳台半ばまでの職員の数が、10年前と比較して大きく減少している。
公務組織の人材確保の極めて厳しい状況や人員が限られる中での職員の年齢分布の偏りは、組織パフォーマンスの発揮に影

響を与えており、早急に対応しなければ、公務組織の持続可能性に対する懸念が増大するおそれがある。

このように、公務における人材マネジメントに係る課題が山積している状況であるが、課題解決の鍵は、異なるバックグラウンド、
キャリア意識及び人生設計を持つ職員一人一人が高い意欲とやりがいを持って躍動でき、Well-beingが実現される環境を整備す
ることにある。個々の職員の成長・活躍を強力に支援し、業務遂行において、その能力を組織として結集することによって、公務組織
全体の一層のパフォーマンス向上が期待される。そして、働く場としての公務組織の魅力が高まり、更なる有為な人材をひきつける
好循環の実現を確実なものとすることにつながる。
本院は、これまで実施してきた各施策を不断に検証するとともに、以下に述べる具体的な課題に対して、人事行政における種々

の施策を連係させ、重層的に措置を講じ、施策のシナジーを創り出していく。

（略）

（出典）人事院『公務員人事管理に関する報告』（令和５年８月７日）p.1~3を基に作成



（参考：国家公務員）『人事行政諮問会議 中間報告』（令和６年５月９日）

10（出典）人事行政諮問会議『人事行政諮問会議 中間報告』（令和６年５月９日）p.2を基に作成

Ⅰ 公務員人事管理の現状と課題

２ 人材確保の危機に直面している現状の要因
(1) 生産年齢人口の減少に伴う構造的な人手不足

我が国の生産年齢人口は、1995年の8,716万人をピークに減少しており、2050
年には5,540万人（2020年から約26％減）に減少すると見込まれている。また、有
効求人倍率は、リーマンショックの影響を受けた2009年度以降、景気の回復基調ととも
に上昇傾向となり、2022年度はバブル期を超える水準となっている。本年４月に日本銀
行が公表した全国企業短期経済観測調査（短観）では、全規模全産業の雇用人員
判断DIがマイナス36と1991年11月調査以来の不足超過となっており、現在、官民を
問わず人手不足感は高い状況にある。過去においては、景気が冷え込み民間企業等の
採用が落ち込むとその反動で国家公務員志望者数が増加するという傾向が見られた。し
かし、現在のような売り手優位の労働市場環境はもはや構造的に不可逆であると考え
られ、今後、民間企業等との間での人材獲得競争が更に激化することが見込まれる。



（参考）働く上で重視するもの

11（出典）内閣府政策統括官（経済社会システム担当）『第６回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査』（令和５年４月19日）p.11を基に作成

調査方法：インターネット調査
回収数：10,056
調査期間：2023年3月2日～

3月11日



（参考）民間及び公務の給与の状況①
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 民間・公務ともにＲ5年に大幅なベースアップを実施。

公務における行政職給料表（俸給表）の平均改定率の推移

（出典）人事院及び各人事委員会の勧告内容等を基に作成（出典）日本労働組合総連合会プレスリリース資料（令和５年７月５日）
を基に作成

民間の賃上げ状況

％

年

※１ 国は行政職俸給表(一)、地方は行政職給料表(一)の平均改定率を示す
※２ 地方は、人事委員会を持つ団体（47都道府県、20指定都市、東京都特別区、

和歌山市、計69団体）のうち、平均改定率を把握できる団体の数値を単純平均し、
小数点第二位を四捨五入している

※３ 令和３年については、国及び全団体で給料表の改定がなかった

％

※ 平均賃金方式で回答を引き出した組合における「定昇相当込み賃上げ計」の
集計組合員数による加重平均を示す

年

給与分科会（第１回）令和5年11月7日
事務局資料（一部更新）



（参考）民間及び公務の給与の状況②
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 民間においては、いずれの企業規模においても初任給の引上げが続いている。
 国・地方においても、近年、初任給近辺を中心に若年層の給与水準の引上げを実施。

（出典）人事院『第１回人事行政諮問会議参考資料（資料5-2）』
（令和５年９月25日）より作成

民間の初任給月額の推移

国 地方

年 俸給表の改定内容
一般職試験（大卒程度）
初任給月額の改定額
（ ）内は改定後の俸給月額

人事委員会を持つ団体のうち、国
の改定内容と同様の改定を行った

団体数

令和
５年

初任給及び若年層に
重点を置いて、俸給
月額を引上げ

11,000円
（196,200円） 69団体

令和
４年

初任給及び若年層の
俸給月額を引上げ

3,000円
（185,200円） 67団体

令和
３年 ー（改定なし） ー ー

令和
２年 ー（改定なし） ー ー

令和
元年

初任給及び若年層の
俸給月額を引上げ

1,500円
（182,200円） 59団体

国及び地方における過去５年の給与改定の状況

（出典）人事院及び各人事委員会の勧告内容等を基に作成

※ 一般職試験（大卒程度）初任給月額とは、国の行政職俸給表(一)１級25号俸を指す

給与分科会（第１回）令和5年11月7日
事務局資料（一部更新）



２ 国家公務員の「給与制度のアップデート」について
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15（出典）人事院『給与制度のアップデート 概要』（令和５年８月）を基に作成

 現在、人事院において各措置の具体化を検討中（本年夏に勧告、令和７年度施行を想定）。

国家公務員の「給与制度のアップデート」



（参考）給与分科会『中間論点整理』（令和６年４月）
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４．国の給与制度のアップデートの取組事項

国において示された給与制度のアップデートの取組事項については、例えば、人材確保の観点
から、初任給水準及び若手・中堅層の給与水準を引き上げる措置や、能力・実績及び職責に
基づく給与を推進する観点から、最優秀者のボーナスの上限を引き上げる、管理職層の俸給体
系をより職責重視に見直すといった措置等、地方でもいくつか参考とすべきものがあると考える。

分科会においては引き続き国の給与制度のアップデートの取組事項について、地方での実態
を踏まえつつ、対応を検討していく。
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主な取組事項
新卒初任給の引上げ
（背景）

• 大卒・高卒とも全国平均で民間水準を下回るが、特に地域手当が支給されない地域などにおいて民間水準を大きく下回る
（内容）

• 初任給や係員級の俸給額を引き上げ、一般職試験に係る初任給について民間並みの水準を確保する

係長級～本府省課長補佐級の俸給の最低水準を引上げ
（背景）

• 若手・中堅の優秀者の給与の伸びは20歳台後半から30歳台にかけて鈍る傾向。また、令和２年度公務員白書で報告された公務職場に関す
る意識調査によると20歳台後半から30歳台の職員の給与の満足度が低い。さらに、民間人材等の採用時の給与水準に影響。

（内容）
• 係長級から本府省課長補佐級について、それぞれの俸給額の最低水準を引き上げることにより、若手・中堅の優秀者層の給与水準を引き上げる

（出典）背景、内容は、人事院『公務員人事管理に関する報告』（令和５年８月７日）を基に作成

各取組事項に対する地方公共団体からの意見
（給与分科会第５回及び第６回）

• 人材確保の取組、特に初任給の引上げについても重要視していく必要がある。
• 民間企業の採用意欲は高止まりをしている。多くの企業が初任給を引き上げる予定であり、人材獲得競争は激しさを増し
ている。

• これまでの給与分科会でも取り上げられているが、初任給水準は民間企業との格差が広がっている。

• 業務の中心を担っているのが係長級・課長補佐級の職員であり、この層の給料水準を引き上げることを考えていく必要がある。
• 人事院の報告の中でも、新規学卒者の確保や育成だけでは、行政課題の解決や組織の維持は困難であり、民間等の専門
人材の確保が不可欠とされている。そのためには、採用訴求力のある給与に改善する必要があるとも言及されている。 ミッド
キャリア人材をこれから公務へ取り込むには、処遇を見直していかなければならない。

• 社会人経験者、中途採用を積極的に進めている中で、中途採用者の処遇という点でも注目をしている。

※ ：

「給与制度のアップデート」の各項目に対する地方公共団体の意見等
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（背景）
• 若手・中堅の優秀者の給与の伸びは20歳台後半から30歳台にかけて鈍る傾向。また、令和２年度公務員白書で報告された公務職場に関する意
識調査によると20歳台後半から30歳台の職員の給与の満足度が低い。さらに、民間人材等の採用時の給与水準に影響。

（内容）
• 特に高い業績を挙げた者に対してより高い水準の処遇が可能になるよう、特に優秀と評価される職員に対する勤勉手当の成績率の上限を引き上げる。

• 年功序列的ではなく、意欲のある職員の処遇を高めることは必要ではないか。

• 昇給する際の号給数がどのように変わるかなど、既存の昇給制度の見直しの必要性の有無について注視していきたい。
• 昇給制度の設計や職員への周知等も必要となってくる。

最優秀者のボーナスの上限引上げ

本府省課室長級の俸給体系をより職責重視に見直し
（背景）

• 毎年の漸進的な給与上昇を前提とする点で昇給制度の基本は非管理職員層に類似している
（内容）

• 本府省課室長級については、各級の俸給額の最低水準を引き上げ、隣接する級間での俸給額の重なりを基本的に解消する
• 各級の中の俸給額の刻みを大くくり化し、勤務成績が優秀な場合のみ昇給する制度とする

各取組事項に対する地方公共団体からの意見
（給与分科会第５回及び第６回）※ ：

「給与制度のアップデート」の各項目に対する地方公共団体の意見等
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（背景）
• 共働きの増加等を受けて、近年、公務において配偶者に係る扶養手当を受給する職員の割合、民間において配偶者に対し家族手当を支給す
る事業所の割合は、いずれも減少傾向にある

（内容）
• 配偶者等に係る手当を見直す一方、子に係る手当を増額する

• 配偶者に係る手当を見直す一方で、子に係る手当を増額するということだが、扶養手当を受給している親族の有無によって
支給金額が異なる寒冷地手当にも影響が出るのではないか懸念している。

扶養手当の見直し

各取組事項に対する地方公共団体からの意見
（給与分科会第５回及び第６回）※ ：

管理職員の超過勤務に対する手当支給拡大
（背景）

• 地方の管理職員を含め、職員によっては緊急対応等で深夜に及ぶ超過勤務を相当程度行う実態もある
（内容）

• 平日深夜に係る管理職員特別勤務手当について、支給対象時間帯（現行は午前０時から５時まで）の拡大や支給要件を明確化

• 災害等、様々な問題で管理職も現場に行って、時間外での業務を行う機会が非常に多くなっていることを踏まえると、こうした
手当を拡充する必要がある。

「給与制度のアップデート」の各項目に対する地方公共団体の意見等
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• 地域手当の大くくり化の取組は必要ではないか。

• 地域手当が仮に都道府県単位で大くくり化される場合に、民間の賃金水準の高い指定都市等では、現行より引き下がってしま
うのではないか。その場合、人材確保の面や在職している職員のモチベーションの面への影響、仮に地域手当減少分が公民較
差に表れ、人事委員会勧告に基づき給料表の改定を行う場合のラスパイレス指数への影響などを懸念している。

• 指定都市は、地域経済活動の独自性や人事委員会を持っているという大都市ならではの特殊性があり、こうした側面から、指
定都市は大くくり化の対象とはしない、あるいは独自の措置をとることが可能となるようにしてほしい。

• 現在、地域手当の支給割合が普通交付税の補正に用いられ、国家公務員の指定基準を超えた支給割合を設定した場合に
特別交付税の減額措置がある。今回の地域手当の大くくり化について検討される際には、こうした地方交付税への影響も考え
てもらいたい。

• 賃上げ機運の低下や都市部への人材流出を防ぐ観点から、国家公務員の指定基準を超えた支給割合を設定した場合の特
別交付税の減額措置の廃止や、ベースアップ等により、全ての年代において従来の給与総額が確保される措置を講ずるべきで
はないか。

地域手当の大くくり化
（背景）

• 市町村単位で細かく水準差が生じていることに対して不均衡であるといった意見を始め、様々な指摘がある
（内容）

• 最新の民間賃金の反映と併せ、級地区分の設定を広域化するなど大くくりな調整方法に見直すことにより、地域をまたぐ人事異動時の影響の緩
和や給与事務負担の軽減を図る

各取組事項に対する地方公共団体からの意見
（給与分科会第５回及び第６回）：

「給与制度のアップデート」の各項目に対する地方公共団体の意見等
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３．地方の実態・自主性を考慮した地方公務員の給与のあり方
（３）地方における地域手当の支給地域のあり方に関する論点整理

国の地域手当の広域化の目的である「人事異動時の影響の緩和や給与事務負担の軽減」について、都道府県においては市町村域を
超えた人事異動も行われ、人事管理上の観点から支給割合の平準化を図る取組も見られるが、市町村においては、市町村域を超えた人
事異動は少数事例であり、広域異動に伴う給与事務負担も基本的に想定しにくいものである。
また、今回の国の地域手当の見直しは、国家公務員総体としての総原資的な給与水準を維持した上での俸給と手当の配分を前提と

して、検討がなされるものと考えられる一方で、地方における地域手当の見直しは、国のような前提を置くことなく、基本的に各地方公共団
体における職員の給与水準に直結するという性格の違いがある。
地方における支給地域のあり方については、前述したような国と地方の違いを前提とした上で、地方の実態に即した検討が必要であると

考える。
特に、市町村における地域手当については、これまで市町村単位で支給地域及び支給割合が定まっていることにより、「近隣の市町村と

の人材確保の公平性の観点から問題がある」、「地域手当の支給割合が高い地域に人材が流出してしまう」、「近隣市町村との一体的な
圏域を考慮すべきではないか」、「各地方公共団体において支給地域を調整する等、自主性を考慮した取組が必要ではないか」、「連携協
約や一部事務組合等、地方公共団体相互間の連携・協力の取組が促進されている現状13において、近隣市町村間で支給割合に差が
あることによってそうした取組を阻害する要因となる可能性がある」との意見があることを踏まえると、地域民間給与の適切な反映を目的とす
る地域手当の趣旨の下で、通勤圏や経済圏等、地域の一体性を反映することは必要な取組であるとも考えられる。
こうした状況を踏まえ、以下の課題について、地方の実態に即した地域手当の制度を実現するための支給地域の設定・補正のあり方

や地方公共団体における独自の支給割合の設定のあり方も含め、引き続き検討する必要がある。

（市町村の地域手当に関して検討すべき課題）
・ 地域の一体性を反映する場合、国の取組も踏まえ、市町村を越える客観的な圏域として、「都道府県単位」が考えられるが、一
の都道府県内の民間の賃金水準をきめ細かく反映できない（例えば、支給割合が高い都市部の地域と支給割合の低い郊外の地
域が同一の水準となる）という課題がある。
・ 「都道府県単位」以外の支給地域の設定の単位として、分科会では地方における生活圏域等の様々な圏域の事例を挙げ、「都
道府県内の圏域単位」について検討を行った。例示された圏域については、圏域毎の設定根拠や目的が異なることから、地域手当
の趣旨に沿う客観的・合理的な基準を設定できるかという課題がある。
・ 「市町村単位」の場合、当該地方公共団体の区域内の民間事業の従業者の給与を考慮すべきとする原則に則しているが、「地
域手当の支給割合が高い地域に人材が流出してしまう」、「近隣市町村との一体的な圏域を考慮すべきではないか」といった問題に
対応する方法があるかという課題がある。
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３．地方の実態・自主性を考慮した地方公務員の給与のあり方
分科会では、主に地域手当の大くくり化の議論を通じて、地方公務員を取り巻く環境の変化を踏まえ、地方公務員の給与の

あり方に関して、平成18年報告書における均衡の原則についての国公準拠の解釈に着目し、以下のとおり中間的な整理をし、
引き続き検討する。

（１）給与制度
地方公務員の給与制度については、公務としての近似性・類似性を重視し、国家公務員の給与制度を基本とすることとされて

いる。これに関しては、国家公務員も地方公務員と同様、情勢適応の原則及び職務給の原則の下にあることから、現在において
もこの解釈は合理的であると考える。
また、この解釈については、平成 18 年報告書においても、「国と地方公共団体の違いに基づく差異とともに、情勢適応の原則

や職務給の原則にのっとった合理的な範囲内で、個々の地方公共団体の規模、組織等も考慮されるべきものであり、画一的に
国家公務員の給与制度と合致することを求めるものではない」とされている。このため、国の制度趣旨から逸脱しない範囲で、国と
地方の違いから、制度の取扱いが異なることは十分考えられる。

（２）給与水準
地方公共団体が考慮しなければならない地域の民間給与水準については、平成 18 年報告書において、「地方公共団体は

当該地域にその存立基盤を有すること、給与の財源を負担する国民・住民の納得を得られるようにするという観点からは、考慮す
べき対象となる民間事業の従業者については、原則として当該地方公共団体の区域内の民間事業の従業者の給与と考えるべ
き」とされている。また、「原則として当該地方公共団体の区域内の民間給与を考慮するとしても、実際には、当該地方公共団体
の職員の確保について民間事業者及び他の地方公共団体との競合を勘案して、当該団体の区域を越えた一定の範囲に拡大
することがやむを得ない場合もあると考える」ともされている。
生産年齢人口の減少等により、従前に比べ人材確保が困難となっている現状を踏まえると、地方公共団体の区域外の民

間事業の従業者の給与水準を考慮する必要性が増しているとも考えられる。
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情勢適応の原則

「勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、地方公共団体は、随時、適当な措置を講じなければならない。」

職務給の原則

「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」

均衡の原則

「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して
定められなければならない。」
→ 前述の情勢適応の原則を給与決定の原則の１つとして、より具体的に示したもの

ア 生計費
地方公共団体の職員も労働者である以上、職員及びその扶養家族の生活維持がなされるべきであり、これを考慮する必要

イ 国の職員の給与
国家公務員は地方公務員と同様に憲法第15条第２項に言う「全体の奉仕者」として法令等に基づき公務に従事する者であり、かつその給与
は国民、住民の負担を財源にしている点で両者は近似していることから、これを考慮する必要

ウ 他の地方公共団体の職員の給与
職務の近似性、類似性、一般的な地方公務員の給与の相場観という観点から、これを考慮する必要

エ 民間事業の従事者の給与
地方公務員の採用も労働市場の中で行われており、適材を確保するために民間に匹敵する給与を支給する必要があるという観点と、給与の財
源を負担する国民、住民の納得を得られる水準にするという２つの観点から、これを考慮する必要

オ その他の事情
一般的にはアからエに類似する事情として、地域の経済事情（地場産業の景況、中小企業等の状況）や当該地域における職員採用の難易
などが考慮の対象となると考えられる

地方公務員法第14条第１項

地方公務員法第24条第１項

地方公務員法第24条第２項

条例主義
「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」 ほか

地方公務員法第24条第５項ほか
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